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多重債務相談の充実について 
 

 

 

 京都市では，本年１２月から，多重債務で悩んでおられる方に「安心につながる情

報の提供」や「債務整理方法等に関する情報の提供」,「債務状況の把握」,「弁護士

等の専門相談窓口への確実な取継」など，専門家への橋渡しのための相談を充実しま

す。 

 本相談事業の充実に当たっては，以下の取組をあわせて実施します。 

 

 

記 

 

 

１ 「多重債務相談専用ダイヤル」の新設 

   開 設 日  平成１９年１２月３日（月） 

   専用電話番号  ０７５－２５６－３１６０
さ い む ゼ ロ

 

   相談時間  午前９時から午前１２時まで，午後１時から午後４時まで 

   対 象 者  多重債務に関して悩んでおられる方（市内在住の方） 

 

２ 多重債務問題に関するパンフレット 

   パンフレット名  「あきらめないで！多重債務は必ず解決できます！」 

   配布開始日  平成１９年１２月３日（月） 

   形 状 等  Ａ４判 ４ページ 

   部  数  １０，０００ 部 

   配布場所   市民総合相談課，各区役所・支所，市庁舎案内所等 

 

（参考） 

 ＊ 以上の内容については，平成１９年１１月２７日に広報発表を行いました。 

 ＊ １２月３日から  日の  日間の相談件数は，次のとおりです。 

   総相談件数  件（うち電話相談  件，来所相談  件） 

 


